富山市住宅管理システム導入に係るＲＦＩ（情報提供依頼）実施要領

１　目的
市営住宅の管理システムについて、令和１０年１月を目途に現行システムの廃止を予定していることから、新システムの導入に向け、概算費用や移行スケジュール等の検討を行う参考とするため、様々な事業者が提供している住宅管理システム（パッケージ商品等）に関して情報提供を募るものです。

２　新システム導入に係る基本方針
　　以下の基本方針を基に、新規システムの導入を行うこととしています。
　（１）国による基幹業務システムの標準化対象とされているシステムにおける「住民記録（令和１０年１月に稼働予定）」等データとの連携を行う
　（２）本市の入金データに関するシステム（財務会計システム）と家賃等収入管理の連携を行う
　（３）パブリッククラウド（ＬＧＷＡＮ-ＡＳＰを含む）型のシステムとする
　（４）本市が定めるセキュリティレベルを確保する
　（５）現行の住宅管理システムで有するデータを移行し、継続して運用する
　（６）関係法令・制度変更への対応ができる
（７）システムに関する保守及びサポートがある

３　現行の住宅管理システムの概要
	システム名称
	富山市総合行政情報システム　ｅ-ＣＩＶＩＯＮ

	開発及び保守業者
	（株）インテック

	導入年度
	平成１６年度

	システム形態
	オンプレミス

	システム概要
	住民記録、税情報、福祉情報など市全般の業務を扱うシステムの一機能として住宅管理システムが稼働している。

	機能・帳票一覧
	【バッチ系】
＜入居者管理＞
入居者一覧、退去者一覧、収入超過者一覧、高額所得該当者一覧、収入調査票、生活保護対象者一覧

＜家賃・使用料管理＞
家賃変更通知書（月次）、督促状、催告書、納入明細書（月別）、納入明細書（期別）収入認定通知書（年次）、収入超過者認定通知書（年次）家賃決定通知書（年次）

【オンライン系】
＜入退去者管理＞
①照会・検索
入居申請照会、空家状況照会、入居者照会
②更新
入居申請、入居申請変更、住替申請、名義人異動、同居人異動、口座情報異動
③帳票発行
空家紹介状、入居決定通知書、市営住宅使用請書

＜家賃・使用料等管理＞
①照会・検索
個別家賃情報照会、収納状況照会、滞納状況照会、敷金情報照会
②更新
個別家賃情報異動、新規家賃設定、敷金収納・猶予敷金還付、修繕料賦課
③帳票発行
　使用料納付書、修繕料納付書、敷金納付書、家賃算出表、呼出通知　書

＜記事情報管理＞
①照会
記事情報照会
②更新
記事情報追加・追加・削除



４　本市の使用環境
　（１）システム利用者（想定）
　　　①システム利用職員数：２０名（うち市職員８名　指定管理職員用１２名）
　　　②システム利用所属数：２所属（市営住宅課及び指定管理事務所）

　（２）利用端末環境（令和８年３月時点）
[bookmark: _GoBack]　　　①ＰＣ：Ｓｕｒｆａｃｅ Ｐｒｏ ７＋ 又は Ｓｕｒｆａｃｅ Ｐｒｏ ９
　　　②ＯＳ：Ｗｉｎｄｏｗｓ１１ Ｐｒｏ（６４ｂｉｔ）
　　　③ＣＰＵ：Ｉｎｔｅｌ Ｃｏｒｅ ｉ３ 又は Ｉｎｔｅｌ Ｃｏｒｅ ｉ５
　　　④メモリ：８ＧＢ
　　　⑤ＯＡソフト：ＪＵＳＴ Ｏｆｆｉｃｅ ５

５　本市の市営住宅の概況
　　　①団地数：４６団地
　　　②管理戸数：４，４９４戸（うち市営住宅　４，３２６戸　特定優良賃貸住宅等９０戸　賃貸住宅（店舗含む）７８戸）
　　　④入居戸数：２，８６６戸（令和７年４月時点）

６　資料提出先等
　（１）資料提出先及び問合せ先
担当：富山市建設部　市営住宅課
　　　所在：富山市新桜町７-３８
　　　℡　076-443-2097　FAX　076-443-2188
E-mail　jyuutaku-01@city.toyama.lg.jp

　（２）募集期限
　　　令和８年３月２７日（金）１７時１５分まで

　（３）提出方法
　　　別紙の「住宅管理システム導入に関するＲＦＩ回答様式」をメール又はFAXで送信

７　想定している導入スケジュール
	令和８年 　　３月
	情報収集

	４～７月
	導入計画等の作成

	８月
	導入計画等の審査

	９～10月
	予算要求

	12（or３）月
	議会の承認

	令和９年 １～３月
	調達計画の作成、審査

	３（or４）月
	事業者の選定、契約

	４～12月
	データ移行、運用準備

	令和１０年 　１月
	運用開始




８　留意事項
（１）提供いただいた情報は、システム導入の調達に向けた検討資料として活用させていただきます。
（２）提供いただいた情報について、追加質問やより詳細な情報提供を依頼させていただく場合がありますので、ご協力をお願いします。
（３）情報提供に要する費用については、貴社においてご負担をお願いします。
（４）本情報提供依頼は将来の調達や契約、特定製品の導入等を保証するものではありません。
（５）提供いただいた情報については、本市組織内で利用させていただきます。
（６）貴社から提供を受けた資料等の返還は行いません。
（７）本書に記載している内容は、今後変更される可能性があります。
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